
第４次新潟市障がい者計画（案）の修正 

Ｐ．２４ 

（3）経済的な支援 

修正前 修正後 

〇施策の方向性 

障がいのある人の生活基盤の安定を図るため、区役所窓口や

基幹相談支援センターにおいて年金や各種手当の制度に関する

情報を提供するなど、制度周知・受給支援に努め、手当の適切

な支給を行います。 

〇施策の方向性 

障がいのある人の生活基盤の安定を図るため、区役所窓口や

基幹相談支援センターにおいて年金や各種手当、また生活保護

制度等に関する情報を提供するなど、制度周知に努め、適切な

支給を行います。 

Ｐ．３２ 

（2）医療・リハビリテーションの支援 

修正前 修正後 

○主な事業

□ 療養介護 

（記載なし） 

□ 医療型児童発達支援（再掲） 

○主な事業

□ 療養介護 

□ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

□ 医療型児童発達支援（再掲） 

資料３ 


